
令和三年法律第⼋⼗三号
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進
に関する法律

（⽬的）
第⼀条 この法律は、宇宙基本法（平成⼆⼗年法律第四⼗三号）の基本理念にのっ
とり、宇宙資源の探査及び開発に関し、同法第三⼗五条第⼀項に基づき宇宙活動
に係る規制等について定める⼈⼯衛星等の打上げ及び⼈⼯衛星の管理に関する法
律（平成⼆⼗⼋年法律第七⼗六号。以下「宇宙活動法」という。）の規定による
許可の特例を設けるとともに、宇宙資源の所有権の取得その他必要な事項を定め
ることにより、宇宙活動法第⼆条第⼀号に規定する宇宙の開発及び利⽤に関する
諸条約（第三条第⼆項第⼀号において単に「宇宙の開発及び利⽤に関する諸条
約」という。）の的確かつ円滑な実施を図りつつ、⺠間事業者による宇宙資源の
探査及び開発に関する事業活動を促進することを⽬的とする。

（定義）
第⼆条 この法律において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
⼀ 宇宙資源 ⽉その他の天体を含む宇宙空間に存在する⽔、鉱物その他の天然
資源をいう。
⼆ 宇宙資源の探査及び開発 次のいずれかに掲げる活動（専ら科学的調査とし
て⼜は科学的調査のために⾏うものを除く。）をいう。
イ 宇宙資源の採掘、採取その他これに類するものとして内閣府令で定める活
動（ロ及び第五条において「採掘等」という。）に資する宇宙資源の存在状
況の調査

ロ 宇宙資源の採掘等及びこれに付随する加⼯、保管その他内閣府令で定める
⾏為

（⼈⼯衛星の管理に係る許可の特例）
第三条 宇宙資源の探査及び開発を⼈⼯衛星（宇宙活動法第⼆条第⼆号に規定する
⼈⼯衛星をいう。第⼀号及び第四項において同じ。）の利⽤の⽬的として⾏う⼈
⼯衛星の管理（同条第七号に規定する⼈⼯衛星の管理をいう。）に係る宇宙活動
法第⼆⼗条第⼀項の許可（以下この条において「宇宙資源の探査及び開発の許
可」という。）を受けようとする者は、宇宙活動法第⼆⼗条第⼆項各号に掲げる
事項のほか、内閣府令で定めるところにより、同項の申請書に次に掲げる事項を
定めた計画（以下「事業活動計画」という。）を併せて記載しなければならな
い。
⼀ 当該宇宙資源の探査及び開発の許可の申請に係る⼈⼯衛星を利⽤して⾏おう
とする宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動（以下この項において単に
「宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動」という。）の⽬的
⼆ 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の期間
三 第⼀号に規定する宇宙資源の探査及び開発を⾏おうとする場所
四 第⼀号に規定する宇宙資源の探査及び開発の⽅法



五 前三号に掲げるもののほか、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の内
容
六 その他内閣府令で定める事項
２ 宇宙資源の探査及び開発の許可の申請については、内閣総理⼤⾂は、当該申請
が、宇宙活動法第⼆⼗⼆条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれにも適合
していると認めるときでなければ、当該宇宙資源の探査及び開発の許可をしては
ならない。
⼀ 事業活動計画が、宇宙基本法の基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の
開発及び利⽤に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保に⽀
障を及ぼすおそれがないものであること。
⼆ 申請者（個⼈にあっては、宇宙活動法第⼆⼗条第⼆項第⼋号の死亡時代理⼈
を含む。）が事業活動計画を実⾏する⼗分な能⼒を有すること。

３ 内閣総理⼤⾂は、宇宙資源の探査及び開発の許可をしようとするときは、当該
宇宙資源の探査及び開発の許可の申請が前項各号に適合していると認めることに
ついて、あらかじめ、経済産業⼤⾂に協議しなければならない。
４ 第⼀項及び宇宙活動法第⼆⼗条第⼆項の規定は同条第⼀項の許可に係る⼈⼯衛
星の利⽤の⽬的を変更して宇宙資源の探査及び開発をその利⽤の⽬的とするため
の宇宙活動法第⼆⼗三条第⼀項の許可を受けようとする者について、前⼆項の規
定は当該許可をしようとするときについて、それぞれ準⽤する。
５ 宇宙資源の探査及び開発の許可⼜は前項に規定する宇宙活動法第⼆⼗三条第⼀
項の許可（次条及び第五条において「宇宙資源の探査及び開発の許可等」とい
う。）を受けた者に対する宇宙活動法の規定の適⽤については、宇宙活動法第⼆
⼗三条第⼀項中「事項」とあるのは「事項⼜は宇宙資源の探査及び開発に関する
事業活動の促進に関する法律（令和三年法律第⼋⼗三号）第三条第⼀項に規定す
る事業活動計画（以下単に「事業活動計画」という。）」と、宇宙活動法第⼆⼗
四条中「管理計画」とあるのは「管理計画及び事業活動計画」と、宇宙活動法第
⼆⼗六条第⼀項、第三項及び第四項並びに第三⼗⼀条第⼀項中「この法律」とあ
るのは「この法律及び宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する
法律」と、宇宙活動法第⼆⼗六条第五項中「の規定」とあるのは「並びに宇宙資
源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第三条第⼆項（第⼆号に
係る部分に限る。）の規定」と、第六⼗条第五号中「事項」とあるのは「事項⼜
は事業活動計画」とするほか、必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。

（公表）
第四条 内閣総理⼤⾂は、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を国際的協調
の下で促進するとともに、宇宙資源の探査及び開発に関する紛争の防⽌に資する
ため、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、その旨及び次に掲げる事
項（これらの事項に変更があった場合には、変更後の当該事項）をインターネッ
トの利⽤その他適切な⽅法により、遅滞なく、公表するものとする。ただし、公
表することにより、当該宇宙資源の探査及び開発の許可等を受けて宇宙資源の探
査及び開発に関する事業活動を⾏う者の当該事業活動に係る利益が不当に害され
るおそれがある場合として内閣府令で定める場合は、その全部⼜は⼀部を公表し
ないことができる。
⼀ 当該宇宙資源の探査及び開発の許可等を受けた者の⽒名⼜は名称


